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正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する

規則第 10条第１項第 17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

 

（１）資本金の額（平成29年８月末日現在） 

① 資本金の額：金１億円 

② 発行可能株式総数：10万株 

③ 発行済株式総数：２万3,086株 

④ 最近５年間における主な資本の額の増減：該当事項はありません。 

 

（２）委託会社等の機構 

① 委託会社の業務運営の組織体系は以下のとおりです。 

 

 

株主総会

取締役会

代表取締役ＣＥＯ

代表取締役社長

ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･

ｿﾘｭｰｼｮﾝ･

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

投資信託事業

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｸﾗｲｱﾝﾄ･

ﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ･

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｽｸ･

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ

･ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ﾘｰｶﾞﾙ&

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

監査役



当社の組織は、上記のとおり、株主総会、監査役、取締役会、代表取締役CEO、代表取締役社

長、以下７の業務グループにより構成されています。 

取締役会は、３名の取締役から構成されており、１名の社外監査役が出席し、会社の業務執行

を決定し取締役による職務の執行を監督するため、原則として月次で開催されますが、必要に

応じて随時開催されます。 

代表取締役CEOは、会社を代表して対外事項を処理するとともに、会社経営の全般を総括し、

取締役会を招集してその議長として主催し、重要事項の決定を行います。代表取締役社長は、会

社を代表して対外事項を処理するとともに、取締役会の決定に基づき業務の執行を統括します。 

７グループは、運用方針を設定し運用実務を行うインベストメント・グループ、運用企画部門

として金融商品に係る調査を行い投資家に対して投資運用に関するソリューションを提供する

とともに運用の外部委託に関する業務を行うインベストメント・ソリューション・グループ（イ

ンベストメント・グループとインベストメント・ソリューション・グループを総称して、以下

「運用部門」といいます。）、投資信託に関するマーケティング活動全般を行う投資信託事業グ

ループ、営業活動その他顧客対応全般を行うクライアント・リレーションズ・グループ、運用部

門が実行する戦略等に関する運用リスクの分析・モニタリングを行うリスク・マネジメント・グ

ループ、運用部門の実行する運用の管理事務を行うアドミニストレーション・グループ、法令そ

の他の規則の遵守状況をモニタリングしその遵守を指導するリーガル＆コンプライアンス・グ

ループにより構成されています。 

 

② 投資運用の意思決定機構 

投資運用の意思決定は当社の運用部門が行います。 

意思決定にあたっては、リスク・マネジメント・グループによる包括的なリスク管理のレポ

ートおよびリーガル＆コンプライアンス・グループによる適時・適切な意見が反映され、リス

ク・マネジメントおよびコンプライアンス両側面からの牽制機能が働いております。 

 

意思決定

ﾘｽｸ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 運用部門 ﾘｰｶﾞﾙ&ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ



２．事業の内容及び営業の概況 

 

（１）事業の内容 

 投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資

信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務

および投資助言業務を行っています。また、金融商品取引法に定める第二種金融商品取引業務

を行っています。 

（２）委託会社の運用するファンド 

 委託会社が運用する証券投資信託（平成29年８月末日現在）は以下のとおりです（親投資信託

を除きます。）。 

種類 本数 純資産総額（円） 

単位型株式投資信託 ２ 4,805,598,026 

追加型株式投資信託 15 31,249,762,703 

合計 17 36,055,360,729 

 

３．委託会社等の経理状況 

 

１．財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき「金融

商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。 

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引

業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。 

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。 

 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第18期事業年度（平成28年

１月１日から平成28年12月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により

監査を受けております。 

また、第19期事業年度（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）に係る中間会計期

間（平成29年１月１日から平成29年６月30日まで）の中間財務諸表について、新日本有限責

任監査法人により中間監査を受けております。 

 

  



（１）【貸借対照表】 

  
前事業年度 

(平成27年12月31日現在) 

当事業年度 

(平成28年12月31日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

（資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

１ 現金・預金   272,668  233,942 

２ 前払費用   5,476  10,264 

３ 未収入金   －  27 

４ 未収委託者報酬   4,514  66,419 

５ 未収運用受託報酬   79,510  137,316 

６ 関係会社未収金 注２  700  － 

７ 未収消費税等   3,263  － 

流動資産合計   366,134  447,969 

Ⅱ 固定資産      

１ 有形固定資産   14,472  15,998 

（１）建物 注１ 11,160  9,543  

（２）器具備品 注１ 3,311  6,455  

２ 投資その他の資産   288,347  262,641 

（１）投資有価証券  204,780  216,167  

（２）関係会社株式  73,246  31,129  

（３）長期差入保証金  10,321  15,344  

固定資産合計   302,819  278,639 

資産合計   668,954  726,609 

 

  



  
前事業年度 

(平成27年12月31日現在) 

当事業年度 

(平成28年12月31日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

１ 預り金   49,631  68,903 

２ 未払金   74,886  74,339 

３ 未払費用   7,355  22,428 

４ 未払法人税等   283  276 

５ 未払消費税等   －  3,900 

６ 賞与引当金   －  25,093 

流動負債合計   132,157  194,943 

Ⅱ 固定負債      

１ 繰延税金負債   1,315  5,100 

固定負債合計   1,315  5,100 

負債合計   133,472  200,043 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

１ 資本金   100,000  100,000 

２ 資本剰余金   34,067  34,067 

（１）資本準備金  25,000  25,000  

（２）その他資本剰余金  9,067  9,067  

３ 利益剰余金   398,950  382,431 

（１）利益準備金  127  127  

（２）その他利益剰余金  398,822  382,304  

繰越利益剰余金  398,822  382,304  

株主資本合計   533,017  516,498 

Ⅱ 評価・換算差額等      

１ その他有価証券評価差額金   2,464  10,067 

評価・換算差額等合計   2,464  10,067 

純資産合計   535,481  526,565 

負債・純資産合計   668,954  726,609 

 



（２）【損益計算書】 

  

前事業年度 

(自 平成27年１月１日 

至 平成27年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業収益      

１ 委託者報酬   12,238  121,732 

２ 運用受託報酬   1,122,507  819,363 

３ 投資助言報酬   4,620  － 

営業収益合計   1,139,366  941,096 

Ⅱ 営業費用      

１ 支払手数料   8,236  69,488 

２ 広告宣伝費   15,167  8,176 

３ 公告費   56  － 

４ 調査費   25,063  34,516 

（１）調査費  24,212  33,285  

（２）図書費  850  1,231  

５ 委託計算費   3,750  5,000 

６ 営業雑経費   6,692  9,639 

（１）通信費  860  957  

（２）協会費  2,208  2,589  

（３）諸会費  1,149  1,730  

（４）諸経費  2,473  4,361  

営業費用合計   58,966  126,820 

Ⅲ 一般管理費      

１ 給料   917,445  833,512 

（１）役員報酬  101,873  182,873  

（２）給料・手当  245,589  291,549  

（３）役員賞与  37,000  76,000  

（４）従業員賞与  472,817  66,000  

（５）賞与引当金繰入額  －  151,127  

（６）法定福利費  43,634  47,395  

（７）福利厚生費  16,530  18,567  

２ 交際費   3,171  4,356 

３ 寄付金   2,000  4,050 

４ 旅費交通費   18,160  24,226 

５ 租税公課   962  328 

６ 不動産賃借料   27,574  31,482 

７ 固定資産減価償却費   3,430  4,661 

８ 業務委託費   69,112  92,514 

９ 諸経費   6,468  11,887 

一般管理費合計   1,048,325  1,007,020 

営業利益又は営業損失   32,073  △192,744 

 



  

前事業年度 

(自 平成27年１月１日 

至 平成27年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅳ 営業外収益      

１ 受取配当金 注１  277,494  272,106 

２ 受取利息   33  25 

３ 受取家賃   －  33 

４ 雑収入   1,299  92 

営業外収益合計   278,827  272,258 

Ⅴ 営業外費用      

 １ 為替差損   2,365  915 

２ 雑損失   603  － 

営業外費用合計   2,968  915 

経常利益   307,932  78,597 

Ⅵ 特別利益      

 １ 投資有価証券売却益   －  5,182 

特別利益合計   －  5,182 

Ⅶ 特別損失      

特別損失合計   －  － 

税引前当期純利益   307,932  83,780 

  法人税、住民税及び事業税   282  290 

  法人税等調整額   －  － 

当期純利益   307,650  83,490 

 



（３）【株主資本等変動計算書】 

前事業年度 
（自平成27年１月１日 至平成27年12月31日） 

 

 

 

当事業年度 
（自平成28年１月１日 至平成28年12月31日） 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

 株主資本 評価・換算差額等  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

評価・換算

差額等合計 
純資産合計 資本 

準備金 

その他資本

剰余金 

資本剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 
繰越利益剰余金 

当期首残高 
100,000 25,000 9,067 34,067 127 104,192 104,320 238,387 △2 △2 238,384 

当期変動額 
           

当期純利益 － － － － － 307,650 307,650 307,650 － － 307,650 

 剰余金の配当（△） 
－ － － － － △13,020 △13,020 △13,020 － － △13,020 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
－ － － － － － － － 2,467 2,467 2,467 

当期変動額合計 

 
－ － － － － 294,629 294,629 294,629 2,467 2,467 297,096 

当期末残高 100,000 25,000 9,067 34,067 127  398,822 398,950 533,017 2,464 2,464 535,481 

（単位：千円） 

 株主資本 評価・換算差額等  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

評価・換算

差額等合計 
純資産合計 資本 

準備金 

その他資本

剰余金 

資本剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 
繰越利益剰余金 

当期首残高 
100,000 25,000 9,067 34,067 127 398,822 398,950 533,017 2,464 2,464 535,481 

当期変動額 
           

当期純利益 － － － － － 83,490 83,490 83,490 － － 83,490 

 剰余金の配当（△） 
－ － － － － △100,008 △100,008 △100,008 － － △100,008 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
－ － － － － － － － 7,602 7,602 7,602 

当期変動額合計 

 
－ － － － － △16,518 △16,518 △16,518 7,602 7,602 △8,915 

当期末残高 100,000 25,000 9,067 34,067 127  382,304 382,431 516,498 10,067 10,067 526,565 



重要な会計方針 

 
１．資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

（１）子会社株式および関係会社株式 

移動平均法による原価法により評価しております。 

（２）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法により評価しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物            ８～15年 

器具備品      ４～８年 

 

３. 引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

債権の貸倒損失については、個別に回収可能性を検討し計上しております。 

（２）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当事業年度末対応分を計上しております。 

 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 

 

５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 



注記事項 

（貸借対照表関係) 

前事業年度 

(平成27年12月31日現在) 

当事業年度 

(平成28年12月31日現在) 

１．有形固定資産の減価償却累計額 

建物          4,388千円 

器具備品        4,194千円 

 

２．関係会社に対する資産および負債 

関係会社未収金       700千円 

 

１．有形固定資産の減価償却累計額      

建物                    6,006千円 

器具備品                5,657千円 

 

２．関係会社に対する資産および負債 

関係会社未収金             －千円 

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成27年１月１日 

至 平成27年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日) 

１．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は次

の通りであります。 

受取配当金     277,494千円 

 

１．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は次

の通りであります。 

受取配当金     272,106千円 

 

 



（株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

発行済株式     

普通株式 23,086株 － － 23,086株 

合計 23,086株 － － 23,086株 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 
 

（決議） 
株式の種類 

配当金の 
総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成27年３月23日 
定時株主総会 

普通株式 13,020 利益剰余金 564 平成26年12月31日 平成27年3月24日 

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
 

（決議） 
株式の種類 

配当金の 
総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成28年３月28日 
定時株主総会 

普通株式 100,008 利益剰余金 4,332 平成27年12月31日 平成28年3月29日 

 

当事業年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

発行済株式     

普通株式 23,086株 － － 23,086株 

合計 23,086株 － － 23,086株 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 
 

（決議） 
株式の種類 

配当金の 
総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成28年３月28日 
定時株主総会 

普通株式 100,008 利益剰余金 4,332 平成27年12月31日 平成28年3月29日 

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
 

（決議） 
株式の種類 

配当金の 
総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成29年３月27日 
定時株主総会（予
定） 

普通株式 50,004 利益剰余金 2,166 平成28年12月31日 平成29年3月28日 



（金融商品に関する注記） 

前事業年度（平成27年12月31日現在） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド（投資信託を含

む）組成等のためのシードマネー等に限定し、資金調達については原則として親会社による株

式引受によっております。 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権たる営業収益に係る未収収益は、年金投資一任及び外国籍ファンドに係る未収運用

受託報酬並びに投資信託に係る未収委託者報酬で構成され、これらは信用リスクにさらされて

おります。外国籍ファンドに係る未収運用受託報酬及び投資信託に係る未収委託者報酬につい

てはリスク・マネジメント・グループにおいて運用リスクを監視することにより適切な運用を

担保し、信用リスクを管理しております。また年金投資一任に係る未収運用受託報酬は、国内

年金基金が債務者であることを考慮すると、信用リスクはきわめて限定的と考えており、特段

のリスク管理は行っておりません。 

投資有価証券は、シードマネーとしての時価のある投資信託受益証券であり、市場価格の変

動リスクにさらされております。当該リスクは、投資信託の基準価額をアドミニストレーショ

ン・グループにて日次で把握し、予想を超える値動きがあった場合には部門長に報告する等の

方法により管理しております。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成27年12月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次の通りです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 

(単位：千円) 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(1)現金・預金 272,668 272,668 － 

(2)未収委託者報酬 4,514 4,514 － 

(3)未収運用受託報酬 79,510 79,510 － 

(4)関係会社未収金 700 700 － 

(5)未収消費税等 3,263 3,263 － 

(6)投資有価証券 204,780 204,780 － 

資産計 565,437 565,437 － 

(7)未払金 74,886 74,886 － 

(8)未払費用 7,355 7,355 － 

(9)預り金 49,631 49,631 － 

(10)未払法人税等 290 290 － 

負債計 132,163 132,163 － 



注１：金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

（１）現金・預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）関係会社未収金、（５）未収消費

税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

（６）投資有価証券 

投資有価証券は投資信託であり、その時価については、投資信託の基準価額によっております。 

（７）未払金、（８）未払費用、（９）預り金、（10）未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

 

注２：子会社株式（貸借対照表計上額：関係会社株式73,246千円）は市場価格がなく、かつキャッシュフローを見

積もることが困難であり、従って時価を把握することが極めて困難と認められるため、前表には含めてお

りません。 

 

注３：金銭債権の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

 １年以内 
１年超 

５年以内 
５年超 

10年以内 
10年超 

(1)現金・預金 272,668 － － － 

(2)未収委託者報酬 4,514 － － － 

(3)未収運用受託報酬 79,510 － － － 

(4)関係会社未収金 700 － － － 

(5)未収消費税等 3,263 － － － 

(6)投資有価証券 － － － 204,780 

合計 360,657 － － 204,780 

 

当事業年度（平成28年12月31日現在） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については安全性の高い金融商品や預金等の他、ファンド（投資信託を含

む）組成等のためのシードマネー等に限定し、資金調達については原則として親会社による株

式引受によっております。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

営業債権たる営業収益に係る未収収益は、年金投資一任及び外国籍ファンドに係る未収運用

受託報酬並びに投資信託に係る未収委託者報酬で構成され、これらは信用リスクにさらされて

おります。外国籍ファンドに係る未収運用受託報酬及び投資信託に係る未収委託者報酬につい



てはリスク・マネジメント・グループにおいて運用リスクを監視することにより適切な運用を

担保し、信用リスクを管理しております。また年金投資一任に係る未収運用受託報酬は、国内

年金基金が債務者であることを考慮すると、信用リスクはきわめて限定的と考えており、特段

のリスク管理は行っておりません。 

投資有価証券は、シードマネーとしての時価のある投資信託受益証券であり、市場価格の変

動リスクにさらされております。当該リスクは、投資信託の基準価額をアドミニストレーショ

ン・グループにて日次で把握し、予想を超える値動きがあった場合には部門長に報告する等の

方法により管理しております。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

平成28年12月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次の通りで

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 

(単位：千円) 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

(1)現金・預金 233,942 233,942 － 

(2)未収委託者報酬 66,419 66,419 － 

(3)未収運用受託報酬 137,316 137,316 － 

(4)未収入金 27 27 － 

(5)投資有価証券 216,167 216,167 － 

資産計 653,873 653,873 － 

(6)未払金 74,339 74,339 － 

(7)未払費用 22,428 22,428 － 

(8)預り金 68,903 68,903 － 

(9)未払消費税等 3,900 3,900  

(10)未払法人税等 276 276 － 

負債計 169,849 169,849 － 

 

注１：金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

（１）現金・預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

（５）投資有価証券 

投資有価証券は投資信託であり、その時価については、投資信託の基準価額によっております。 

（６）未払金、（７）未払費用、（８）預り金、（９）未払消費税等、（10）未払法人税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

 



注２：子会社株式（貸借対照表計上額：関係会社株式31,129千円）は市場価格がなく、かつキャッシュフローを見

積もることが困難であり、従って時価を把握することが極めて困難と認められるため、前表には含めてお

りません。 

 

注３：金銭債権の決算日後の償還予定額 

（単位：千円） 

 １年以内 
１年超 

５年以内 
５年超 

10年以内 
10年超 

(1)現金・預金 233,942 － － － 

(2)未収委託者報酬 66,419 － － － 

(3)未収運用受託報酬 137,316 － － － 

(4)未収入金 27 － － － 

(5)投資有価証券 － － － 216,167 

合計 437,705 － － 216,167 

 

  



（有価証券関係） 

前事業年度（平成27年12月31日現在） 

１．子会社株式及び関連会社株式 

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式 73,246千円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりま

せん。 

 

２．その他有価証券 

区分 
貸借対照表 
計上額 
（千円） 

取得原価 
 

（千円） 

差額 
 

（千円） 

貸借対照表計上額が取 
得原価を超えるもの 
 
 投資信託 

 
 
 

203,800 

 
 
 

200,000 

 
 
 

3,800 

小計 203,800 200,000 3,800 

貸借対照表計上額が取 
得原価を超えないもの 
 
投資信託 

 
 
 

980 

 
 
 

1,000 

 
 
 

△20 

小計 980 1,000 △20 

合計 204,780 201,000 3,780 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



当事業年度（平成28年12月31日現在） 

１．子会社株式及び関連会社株式 

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式 31,129千円）

は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりま

せん。 

 

２．その他有価証券 

区分 
貸借対照表 
計上額 
（千円） 

取得原価 
 

（千円） 

差額 
 

（千円） 

貸借対照表計上額が取 
得原価を超えるもの 
 
 投資信託 

 
 
 

215,250 

 
 
 

200,000 

 
 
 

15,250 

小計 215,250 200,000 15,250 

貸借対照表計上額が取 
得原価を超えないもの 
 
投資信託 

 
 
 

917 

 
 
 

1,000 

 
 
 

△82 

小計 917 1,000 △82 

合計 216,167 201,000 15,167 

 

 

 

 



（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
 

（単位：千円） 

 
前事業年度 

（平成27年12月31日） 

当事業年度 

（平成28年12月31日） 

繰延税金資産 
  

賞与引当金 － 8,726 

資産除去債務 959 1,473 

繰越欠損金 64,953 87,528 

繰延税金資産小計 65,912 97,728 

評価性引当額 △65,912 △97,728 

繰延税金資産合計 － － 

   

繰延税金負債   

  その他有価証券評価差額金 1,315 5,100 

繰延税金負債合計 1,315 5,100 

繰延税金資産の純額 △1,315 △5,100 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 
前事業年度 

（平成27年12月31日） 

当事業年度 

（平成28年12月31日） 

法定実効税率 34.6% 33.9% 
   
（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.2% 31.0% 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △29.6% △104.5% 

住民税均等割 0.1% 0.4% 

評価性引当金の増減額 △9.2% 38.1% 

その他 0.0% 2.1% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.1% 0.4% 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年

３月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る

税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改

正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算（ただし、平成29年１月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税

率は、前事業年度の34.6％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成29年１月１日から平成30年



12月31日までのものは34.1％、平成31年１月１日以降のものについては33.9％にそれぞれ変更さ

れております。 

その結果、繰延税金資産の金額及び当事業年度の法人税等調整額に影響はありません。 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日） 

該当はありません。 

 

当事業年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） 

１．関連会社に関する事項  （単位：千円） 

関連会社に対する投資の金額 31,129 

持分法を適用した場合の投資の金額 327,041 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 38,165 

２．開示対象特別目的会社に関する事項  

当社は開示対象特別目的会社を有しておりません。 

 



（セグメント情報等） 

前事業年度（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日） 

１．セグメント情報 

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

２．関連情報 

（１）製品・サービスごとの情報 

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、

製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。 

（２）地域ごとの情報 

①営業収益 

（単位：千円） 

日本 ケイマン その他 合計 

121,145 1,013,599 4,620 1,139,366 

（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類して

おります。 

 

②有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え

るため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。 

（３）主要な顧客ごとの情報 

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、

主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 

 

当事業年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） 

１．セグメント情報 

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

２．関連情報 

（１）製品・サービスごとの情報 

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、

製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。 

（２）地域ごとの情報 

①営業収益 

（単位：千円） 

日本 ケイマン その他 合計 

249,037 692,058 － 941,096 

（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類して

おります。 

 

②有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え



るため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。 

（３）主要な顧客ごとの情報 

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、

主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日） 

１．関連当事者との取引 

（１）親会社及び法人主要株主等 

該当はありません。 

 

（２）子会社等 

種類 会社等の名称 所在地 資本金 
事業の 

内容 

議決権等の

所有（被所

有）割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

子会社 
Caygan Capital 

Pte. Ltd. 
Singapore 

1,250 

(千シン

ガポー

ルドル) 

投資運用

業 

（所有） 

直接 

80% 

役員の兼任 
人件費の立替 

(*１) 
4,200 

関係会社 

未収金 
700 

 

（注）１ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

（*１） 人件費の立替については、業務内容を考慮し、子会社との協議のうえ決定しております。 

 

（３）兄弟会社等 

種類 会社等の名称 所在地 資本金 
事業の 

内容 

議決権等 

の所有 

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

(千円) 

親会社の

子会社 

株式会社ＧＣＩ 

キャピタル 

東京都千代

田区 

10,000 

（千円） 

投資サービ

ス業 
― 役員の兼任 

ITに関する業務

の委託(*１) 
3,600 ― ― 

家賃等の支払 

(*２) 
27,574 前払費用 2,357 

人件費の立替 

(*３) 
3,205 ― ― 

 
（注）１ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(*１) ITに関する業務の委託については、市場価格を参考に、兄弟会社との協議のうえ決定しております。 

(*２) 家賃等の支払については、市場の実勢価格を参考に、兄弟会社との協議のうえ決定しております。 

(*３) 人件費の立替については、業務内容を考慮し、兄弟会社との協議のうえ決定しております。 

 

 



（４）役員及び個人主要株主等 

該当はありません。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

親会社情報 

ストレイツ株式会社（非上場） 

 

当事業年度（自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日） 

１．関連当事者との取引 

（１）親会社及び法人主要株主等 

該当はありません。 

 

（２）子会社等 

種類 会社等の名称 所在地 資本金 
事業の 

内容 

議決権等の

所有 (被所

有)割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

関連 

会社 

Caygan Capital 

Pte. Ltd. 
Singapore 

1,250 

(千シン

ガポー

ルドル) 

投資運用

業 

（所有） 

直接 

34% 

役員の兼任 
人件費の立替 

(*１) 
2,100 

関係会社 

未収金 
  ― 

 

（注）１ 期中に保有株式の一部売却を行っているため、期末時点の区分は関連会社となっております。 

２ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(*１) 人件費の立替については、業務内容を考慮し、子会社との協議のうえ決定しております。 

 

（３）兄弟会社等 

種類 会社等の名称 所在地 資本金 
事業の 

内容 

議決権等 

の所有 

(被所有)割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

（千円） 
科目 

期末残高 

(千円) 

親会社の

子会社 

株式会社ＧＣＩ 

キャピタル 

東京都千代

田区 

10,000 

（千円） 

投資サービ

ス業 
― 役員の兼任 

IT及び運用ﾘｻｰﾁ

等に関する業務

の委託(*１) 

10,000 ― ― 

家賃等の支払 

(*２) 
13,860 ― ― 

人件費の立替 

(*３) 
836 ― ― 

 
（注）１ 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(*１) IT及び運用リサーチ等に関する業務の委託については、市場価格を参考に、兄弟会社との協議のう

え決定しております。 

(*２) 家賃等の支払については、市場の実勢価格を参考に、兄弟会社との協議のうえ決定しております。 



(*３) 人件費の立替については、業務内容を考慮し、兄弟会社との協議のうえ決定しております。 

（４）役員及び個人主要株主等 

該当はありません。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（１）親会社情報 

ストレイツ株式会社（非上場） 

（２）重要な関連会社の要約財務諸表 

当事業年度において、重要な関連会社は Caygan Capital Pte. Ltd.であり、その要約財務諸

表は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成 28年 12月 31日に終了した年度の財務

諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。 

    (千円) 

    Caygan Capital Pte. Ltd. 

  流動資産合計 1,008,734 

  固定資産合計 65,564 

      

  流動負債合計 112,411 

  固定負債合計 0 

      

  純資産合計 1,074,298 

      

  売上高 1,325,512 

  税引前当期純利益 942,091 

  当期純利益 834,313 
（注）Caygan Capital Pte. Ltd.は子会社でしたが、保有株式を一部売却し関連会社となったため、当事業年度から

重要な関連会社としております。 

 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 

(自 平成27年１月１日 
  至 平成27年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成28年１月１日 

至 平成28年12月31日) 

１株当たり純資産額                  23,195円07銭 １株当たり純資産額                  22,808円89銭 

１株当たり当期純利益               13,326円26銭 １株当たり当期純利益                3,616円49銭 



 

１株当たり純資産額の算定上の基礎 

貸借対照表の純資産の部の合計額      535,481千円 

普通株式以外に帰属する純資産合計額 

    該当事項はありません。 

普通株式に係る当事業年度末の純資産額 535,481千円 

普通株式の当事業年度末株式数           23,086株 

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

損益計算書上の当期純利益             307,650千円 

普通株式以外に帰属する純利益 

    該当事項はありません。 

普通株式に係る当期純利益             307,650千円 

普通株式の当期中平均株式数              23,086株 

 

１株当たり純資産額の算定上の基礎 

貸借対照表の純資産の部の合計額      526,565千円 

普通株式以外に帰属する純資産合計額 

    該当事項はありません。 

普通株式に係る当事業年度末の純資産額 526,565千円 

普通株式の当事業年度末株式数           23,086株 

 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

損益計算書上の当期純利益              83,490千円 

普通株式以外に帰属する純利益 

    該当事項はありません。 

普通株式に係る当期純利益              83,490千円 

普通株式の当期中平均株式数              23,086株 

（注）潜在株式調整後1株当たり純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

 

（重要な後発事象) 

該当はありません。 

 

  



中間財務諸表 

（１）【中間貸借対照表】 

  
当中間会計期間 

(平成29年６月30日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

（資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金・預金   400,125 

２ 前払費用   9,849 

３ 未収委託者報酬   118,981 

４ 未収運用受託報酬   373,685 

５ 未収入金   253 

流動資産合計   902,894 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産   16,884 

（１）建物 注１ 9,450  

（２）器具備品 注１ 7,434  

２ 投資その他の資産   212,816 

（１）投資有価証券  166,859  

（２）関係会社株式  31,129  

（３）長期差入保証金  14,827  

固定資産合計   229,701 

資産合計   1,132,595 

 

  



  
当中間会計期間 

(平成29年６月30日現在) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 預り金   31,877 

２ 未払金   22,037 

３ 未払費用   32,874 

４ 未払法人税等   145 

５ 未払消費税等   8,582 

６ 賞与引当金   231,776 

流動負債合計   327,293 

Ⅱ 固定負債    

１ 繰延税金負債   4,176 

固定負債合計   4,176 

負債合計   331,469 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   100,000 

２ 資本剰余金   34,067 

（１）資本準備金  25,000  

（２）その他資本剰余金  9,067  

３ 利益剰余金   658,505 

（１）利益準備金  127  

（２）その他利益剰余金  658,378  

繰越利益剰余金  658,378  

株主資本合計   792,573 

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金   8,553 

評価・換算差額等合計   8,553 

純資産合計   801,126 

負債・純資産合計   1,132,595 

 



（２）【中間損益計算書】 

  

当中間会計期間 

(自 平成29年１月１日 

至 平成29年６月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

Ⅰ 営業収益    

１ 委託者報酬   172,585 

２ 運用受託報酬   703,559 

営業収益合計   876,145 

Ⅱ 営業費用    

１ 支払手数料   61,047 

２ 広告宣伝費   17,695 

３ 調査費   20,240 

（１）調査費  19,917  

（２）図書費  322  

４ 委託計算費   2,688 

５ 営業雑経費   5,924 

（１）通信費  1,144  

（２）協会費  1,313  

（３）諸会費  1,181  

（４）諸経費  2,285  

営業費用合計   107,596 

Ⅲ 一般管理費    

１ 給料   538,171 

（１）役員報酬  96,836  

（２）給料・手当  185,951  

（３）役員賞与  10,000  

（４）賞与引当金繰入額  206,683  

（５）法定福利費  24,342  

（６）福利厚生費  14,356  

２ 交際費   3,557 

３ 寄付金   2,000 

４ 旅費交通費   18,772 

５ 租税公課   274 

６ 不動産賃借料   17,363 

７ 固定資産減価償却費   2,448 

８ 業務委託費   50,892 

９ 諸経費   9,001 

一般管理費合計   642,481 

営業利益又は営業損失   126,067 

 

 

 



  

当中間会計期間 

(自 平成29年１月１日 

至 平成29年６月30日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取配当金 注１  217,053 

２ 受取利息   0 

３ 有価証券売却益   235 

４ 為替差益   338 

５ 雑収入   185 

営業外収益合計   217,814 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払手数料   552 

営業外費用合計   552 

経常利益   343,328 

Ⅵ 特別利益    

 １ 投資有価証券売却益   3,894 

特別利益合計   3,894 

Ⅶ 特別損失    

１ 役員退職慰労金   21,000 

   特別損失合計   21,000 

税引前中間純利益   326,223 

  法人税、住民税及び事業税   145 

  法人税等調整額   － 

中間純利益   326,078 

 



（３）【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間 
（自平成29年１月１日 至平成29年６月30日） 

 

（単位：千円） 

 株主資本 評価・換算差額等  

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

評価・換算

差額等合計 
純資産合計 資本 

準備金 

その他資本

剰余金 

資本剰余金 

合計 

利益 

準備金 

その他利益剰余金 
利益剰余金 

合計 
繰越利益剰余金 

当期首残高 100,000 25,000 9,067 34,067 127 382,304 382,431 516,498 10,067 10,067 526,565 

当中間期変動額            

中間純利益 － － － － － 326,078 326,078 326,078 － － 326,078 

 剰余金の配当（△） － － － － － △50,004 △50,004 △50,004 － － △50,004 

株主資本以外の項目の

当中間期変動額(純額) 
－ － － － － － － － △1,513 △1,513 △1,513 

当中間期変動額合計 － － － － － 276,074 276,074 276,074 △1,513 △1,513 274,560 

当中間期末残高 100,000 25,000 9,067 34,067 127  658,378 658,505 792,573 8,553 8,553 801,126 



重要な会計方針 

 
１．資産の評価基準及び評価方法 

有価証券 

（１）関係会社株式 

移動平均法による原価法により評価しております。 

（２）その他有価証券 

時価のあるもの 

当中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法により評価しております。 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法により評価しております。 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定率法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物          ８～15年 

器具備品     ４～８年 

 

３．引当金の計上基準 

（１）貸倒引当金 

債権の貸倒損失については、個別に回収可能性を検討し計上しております。 

（２）賞与引当金 

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間末日対応分を計上しております。 

 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

 

５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 



注記事項 

（中間貸借対照表関係) 

当中間会計期間 

(平成29年６月30日現在) 

１．有形固定資産の減価償却累計額 

建物          6,725千円 

器具備品        6,329千円 

 

 

 

（中間損益計算書関係） 

当中間会計期間 

(自 平成29年１月１日 

至 平成29年６月30日) 

１．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は次

の通りであります。 

受取配当金      217,053千円 

 

 



（中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間（自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式 23,086株 － － 23,086株 

合計 23,086株 － － 23,086株 

 

２．配当に関する事項 

（１）配当金支払額     

 
 

（決議） 
株式の種類 

配当金の 
総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成29年３月27日 
定時株主総会 

普通株式 50,004 利益剰余金 2,166 平成28年12月31日 平成29年３月28日 

 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

該当事項はありません。 



（金融商品に関する注記） 

当中間会計期間（平成29年６月30日現在） 

１．金融商品の時価等に関する事項 

平成29年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次の通り

です。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。 

(単位：千円) 

 中間貸借対照表計上額 時価 差額 

(1)現金・預金 400,125 400,125 － 

(2)未収委託者報酬 118,981 118,981 － 

(3)未収運用受託報酬 373,685 373,685 － 

(4)未収入金 253 253  

(5)投資有価証券 166,859 166,859 － 

資産計 1,059,905 1,059,905 － 

(6)未払金 22,037 22,037 － 

(7)未払費用 32,874 32,874 － 

(8)預り金 31,877 31,877 － 

(9)未払法人税等 145 145 － 

(10)未払消費税等 8,582 8,582  

負債計 95,516 95,516 － 

注１：金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項 

（１）現金・預金、（２）未収委託者報酬、（３）未収運用受託報酬、（４）未収入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

（５）投資有価証券 

投資有価証券は投資信託であり、その時価については、投資信託の基準価額によっております。 

（６）未払金、（７）未払費用、（８）預り金、（９）未払法人税等、（10）未払消費税等 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

 

注２：関連会社株式（中間貸借対照表計上額：関係会社株式31,129千円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ

フローを見積もることが困難であり、従って時価を把握することが極めて困難と認められるため、前表に

は含めておりません。 

 

 

  



（有価証券関係） 

当中間会計期間（平成29年６月30日現在） 

１．子会社株式及び関連会社株式 

子会社株式及び関連会社株式（当中間会計期間の中間貸借対照表計上額は関係会社株式 31,129

千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載して

おりません。 

 

２．その他有価証券 

区分 
中間貸借対照表 

計上額 
（千円） 

取得原価 
 

（千円） 

差額 
 

（千円） 

中間貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 
 
 投資信託 

 
 
 

165,926 

 
 
 

153,130 

 
 
 

12,796 

小計 165,926 153,130 12,796 

中間貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 
 
投資信託 

 
 
 

933 

 
 
 

1,000 

 
 
 

△66 

小計 933 1,000 △66 

合計 166,859 154,130 12,729 

 

（持分法損益等） 

当中間会計期間（自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日） 

１．関連会社に関する事項  （単位：千円） 

関連会社に対する投資の金額 31,129 

持分法を適用した場合の投資の金額 126,870 

持分法を適用した場合の投資利益の金額 △180,913 

２．開示対象特別目的会社に関する事項  

当社は開示対象特別目的会社を有しておりません。 

 

 

 

 

  



（セグメント情報等) 

当中間会計期間（自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日） 

１．セグメント情報 

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

２．関連情報 

（１）製品・サービスごとの情報 

当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であること

から、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。 

（２）地域ごとの情報 

①営業収益 

（単位：千円） 

日本 ケイマン 合計 

245,410 630,734 876,145 

（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類して

おります。 

②有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を

超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。 

（３）主要な顧客ごとの情報 

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がない

ため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（１株当たり情報) 

 

当中間会計期間 

(自 平成29年１月１日 
  至 平成29年６月30日) 

１株当たり純資産額                  34,701円85銭 

１株当たり中間純利益                14,124円51銭 

 

１株当たり純資産額の算定上の基礎 

貸借対照表の純資産の部の合計額      801,126千円 

普通株式以外に帰属する純資産合計額 

    該当事項はありません。 

普通株式に係る中間期末の純資産額   801,126千円 

普通株式の中間期末株式数             23,086株 

 

１株当たり中間純利益の算定上の基礎 

中間損益計算書上の中間純利益         326,078千円 

普通株式以外に帰属する中間純利益 

    該当事項はありません。 

普通株式に係る中間純利益             326,078千円 

普通株式の期中平均株式数               23,086株 

 （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため、記載しておりません。 

 

（重要な後発事象) 

該当はありません。 

 

 

 

公開日    平成29年９月26日 

作成基準日  平成29年９月22日 

 

本店所在地  東京都千代田区西神田三丁目8番1号 

お問い合わせ先 リーガル＆コンプライアンス・グループ 

 

  



独立監査人の監査報告書 
 

平成２９年３月２４日 
株式会社 ＧＣＩアセット・マネジメント 
 取 締 役 会  御 中 

 

新日本有限責任監査法人 

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
 公認会計士 伊藤 志保

 

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
 公認会計士 伊藤 雅人

 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられている株式会社ＧＣＩアセット・マネジメントの平成２８年１
月１日から平成２８年１２月３１日までの第１８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 
 
財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。 
 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社ＧＣＩアセット・マネジメントの平成２８年１２月３１日現在の財政状
態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。 

以  上 
 

（注）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



独立監査人の中間監査報告書 

 

平成２９年９月２２日 

株式会社 ＧＣＩアセット・マネジメント 

 取 締 役 会  御 中 

 

新日本有限責任監査法人 

業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員
 公認会計士 伊藤 雅人

 

 
 
 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられている株式会社ＧＣＩアセット・マネジメントの平成２９年１
月１日から平成２９年１２月３１日までの第１９期事業年度の中間会計期間（平成２９年１月１
日から平成２９年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行っ
た。 
 
中間財務諸表に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸
表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な
虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ
に基づき中間監査を実施することを求めている。 
 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監
査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人
の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表
の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
ている。 
 
中間監査意見 
 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＧＣＩアセット・マネジメントの平成２９年６月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成２９年１月１日から平成２９年６月
３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
 



利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。 

以  上 

 

（注）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 
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